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【公開番号】特開2016-135396(P2016-135396A)
【公開日】平成28年7月28日(2016.7.28)
【年通号数】公開・登録公報2016-045
【出願番号】特願2016-90568(P2016-90568)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３１２Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月16日(2017.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動条件の成立に基づいて抽選を実行可能な抽選手段と、
　前記抽選手段による抽選結果に基づいて演出表示を実行可能な演出表示実行手段と、
　前記抽選手段による抽選結果を示唆する示唆演出を実行可能な可動役物と、を備え、
　前記可動役物は、
　初期位置と、当該可動役物の一部が視認不能な第１位置と、前記第１位置において前記
視認不能な部分の少なくとも一部が視認可能となる第２位置と、に動作可能に構成され、
　前記示唆演出は、
　前記第１位置へ動作した前記可動役物を初期位置に動作し終了する第１示唆演出と、
　前記第２位置へ動作した前記可動役物を初期位置に動作し終了する第２示唆演出と、を
含み、
　前記第１示唆演出と前記第２示唆演出とのいずれが実行される場合においても、前記可
動役物は前記第１位置まで動作されるものであり、
　前記可動役物が前記第２位置へ移動することによって視認可能となる箇所に発光部を備
え、前記第２示唆演出実行時に前記発光部にて発光演出を実行可能に構成され、
　前記抽選結果に基づいて特定演出が実行される場合に、前記特定演出に合わせて前記第
１示唆演出を実行する
ことを特徴とする遊技機。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　この種の遊技機では、役物を動作させることによって大当り図柄が導出表示されるかを
遊技者に示唆する演出を実行可能な遊技機が提供されている（特許文献１、特許文献２）
。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１１２８６２号公報
【特許文献２】特開２００９－２０７７０３号公報
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　しかしながら、このような遊技機ではマンネリ化を招き、遊技者を楽しませることには
限界があった。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　そこで本発明は、遊技者を楽しませることができる遊技機を提供することを目的とする
。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上述の目的を達成するために、本発明は、始動条件の成立に基づいて抽選を実行可能な
抽選手段と、前記抽選手段による抽選結果に基づいて演出表示を実行可能な演出表示実行
手段と、前記抽選手段による抽選結果を示唆する示唆演出を実行可能な可動役物と、を備
え、前記可動役物は、初期位置と、当該可動役物の一部が視認不能な第１位置と、前記第
１位置において前記視認不能な部分の少なくとも一部が視認可能となる第２位置と、に動
作可能に構成され、前記示唆演出は、前記第１位置へ動作した前記可動役物を初期位置に
動作し終了する第１示唆演出と、前記第２位置へ動作した前記可動役物を初期位置に動作
し終了する第２示唆演出と、を含み、前記第１示唆演出と前記第２示唆演出とのいずれが
実行される場合においても、前記可動役物は前記第１位置まで動作されるものであり、前
記可動役物が前記第２位置へ移動することによって視認可能となる箇所に発光部を備え、
前記第２示唆演出実行時に前記発光部にて発光演出を実行可能に構成され、前記抽選結果
に基づいて特定演出が実行される場合に、前記特定演出に合わせて前記第１示唆演出を実
行することを特徴とする遊技機である。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
　本発明によれば、遊技者を楽しませる遊技機を提供することができる。
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